
２０２２年度愛媛マスターズ陸上競技連盟 

総会議事概要 

 

〇開催日時 ２０２３年３月５日（日）１４：３６～１５：１０ 

〇開催会場 松山市コミュニティセンター第８・９会議室 

〇出席者  １６名 

 

１ 議長は、連盟規約第１１条により松中会長があたった。 

２ 書記に平岡正志、議事録署名人に林知省を指名。 

３ 議案別議事結果 

 （１）第１号議案 ２０２２年度行事報告について 

    渡部理事長が行事報告を行い、全員異議なく承認された。 

 （２）第２号議案 ２０２２年度会計報告及び監査報告について 

    渡部理事長が決算報告を行い、次いで上田監事より適正に処理されて

いる旨の監査報告がなされ、全員異議なく承認された。 

 （３）第３号議案 ２０２３年度行事計画（案）について 

    渡部理事長が行事計画を説明し、全員異議なく原案のとおり可決され

た。 

 （４）第４号議案 ２０２３年度予算（案）について 

    渡部理事長が予算案について、本県開催の四国マスターズ大会経費、連

盟専用のパソコン購入費並びに全日本マスターズの本県開催に向けた

山口県視察費を新たに計上したこと等を説明し、全員異議なく原案の

とおり可決された。 

 （５）第５号議案 規約改正（案）について 

    林副理事長から、記録情報部長の新設および事務局設置場所の変更に

伴う所要の改正案が示され、全員異議なく可決された。 

 （６）第６号議案 全日本マスターズの愛媛県開催について 

    追加上程された本案については、渡部理事長から、本県が開催候補とな

った経緯及び県陸協による協力・支援が確認できているとの説明があ

り、２０２６年度の開催が承認された。 

 （７）その他 

    マスターズ会員の年齢資格が１８歳以上に引き下げられている現状に

鑑み、連盟規約における中高齢者に限定した目的・事業を次回総会まで

に見直すこととなった。 
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第３号議案 

２０２３年度 行事計画 

 愛  媛 四国 ・ 全国 その他 

２０２３ 

年４月 

   

５月    

６月  １１日（日）  四国マスターズ  

（西条市） 

２５日（日） 徳島マスターズ 

(徳島市) 

１日～４日 日本選手権（大阪） 

７月     

8月  １３日（日） 高知マスターズ 

                    (春野) 

 

９月 ３日（日） 愛媛マスターズ            

(県運公) 

 

  

 

１０月  ７日（土）～９日（月） 

全日本マスターズ （山口市） 

２１日（土）  香川マスターズ  

(屋島) 

２９日（日）  ねんりんピック・ 

マラソン交流大会(松野町) 

１３日～１７日 鹿児島国体 

１１月 ３日（金） スポレク祭 

2023 (県運公) 

  

 

 

１２月    １０日 愛媛駅伝(一本松～宇和

島) 

2024

年１月 

 ６日（土） 四国マスターズ 

理事会 (四国中央市) 

２８日 愛媛駅伝(今治～松山) 

２月 ２５日（日） 

 マスターズ駅伝&ロード 

レース大会  (伊予市)   

 １１日 愛媛マラソン 

３月 ３日（日） マスターズ連盟 

       総会 

 １０日 クラブ駅伝（東温市） 

 

○ 全日本マスターズ駅伝・ロードレース大会は、未定です。 
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第 5 号議案 

連盟規約改正 

（改正の理由） 

記録情報処理の円滑化を図るため、記録情報部長ポストを新設する。 

                                ※下線部分が変更箇所 

現 行 規 約 変 更 後 

（役員構成） 

第 5 条 1. 本連盟に次の役員を置く。 

  1）会長 1 名 2）副会長 3 名 3）理事長 

  1 名 4）副理事長 1 名 5）理事 若干名 

  （女子を含む） 6）会計部長 1 名 7）監 

  事 2 名 

 2. （略） 

 

（役員の選任） 

第 6 条 本連盟の役員の選任方法は次の通りとす 

  る。 

１～３ （略） 

4. 会計部長は、会長がこれを委嘱する。 

 

5.   (略) 

 

（役員の任務） 

第 7 条 本連盟の役員の任務は次の通りとする。 

 1～６ （略） 

 

 

 ７. 監事は連盟の事業状況の把握と財務の監

査をする。 

８．名誉会長および顧問は、連盟の重要事項に

ついて会長の諮問に応じる。 

 

    付則 

 １～９ （略） 

（役員構成） 

第 5 条 1. 本連盟に次の役員を置く。 

  1）会長 1 名 2）副会長 3 名 3）理事長 

  1 名 4）副理事長 1 名 5）理事 若干名 

  （女子を含む） 6）会計部長 1 名 7）記

録情報部長 １名 ８）監事 2 名  

 2. （略） 

 

（役員の選任） 

第 6 条 本連盟の役員の選任方法は次の通りとす

る。 

 1～３ （略） 

 4. 会計部長および記録情報部長は、会長がこ

れを委嘱する。 

 5.   （略）  

 

（役員の任務） 

第 7 条 本連盟の役員の任務は次の通りとする。 

 １～６ （略） 

 ７. 記録情報部長は、競技会記録の収集、整理、

連合報告および広報を行う。 

  ８. 監事は連盟の事業状況の把握と財務の監

査をする。 

９．名誉会長および顧問は、連盟の重要事項に

ついて会長の諮問に応じる。 

 

     付則 

 １～９ （略） 

 10. 本規約を、令和５年４月１日に一部改正 

（記録情報部長新設）し、事務局の場所を令

和５年４月１日より、伊予郡松前町北川原 

６３－１０とする。 

 

 



 

令和４・５年度 愛媛マスターズ陸上競技連盟役員 

                          〇印は５年度の新設、新任 

 

 

 

役 職 名        氏    名 備  考 

会  長        松中  有 （松山市）  

 

副会長       

 

石川 幸雄 （四国中央市） 

尾上 泰士 （砥部町） 

平田  徹 （八幡浜市） 

 

顧  問          正岡 建雄 （松山市） 連合正会員 

理事長  渡部 四郎 （松前町）  

副理事長      林  知省 （松山市） 県陸協理事 

会計部長      柴田 耕佑 （松山市）  

〇記録情報部長 〇森田 尚良 （松山市）  

 

 

 

 

 

 

 

理  事 

 

 

東予 

  森田 慎也 （四国中央市） 

  杉山 裕二 （今治市） 

  関口 秀生 （西条市） 

  高杉 博文 （今治市） 

  中本 美恵 （今治市） 

 

 

 

中予 

  沖  幸治 （伊予市） 

  亀岡 妃美子（松山市） 

  川上 洋司 （松前町） 

  田中 やす子（松山市） 

     向井 京子 （砥部町）        

 

 

 

 

 

 

 

南予 

  川田  久 （八幡浜市） 

  菊池  健 （八幡浜市） 

  熊野 美幸 （大洲市） 

  中村 明雄 （八幡浜市） 

    

   

 

監  事        

 

上田 耕滋 （松山市） 

  平岡 正志 （松山市） 

 

 

 

 

事務局担当  〇渡部 四郎 （松前町）  


